
 

 

2020 年 4 月 20 日 

3 年生希望者 各位 

舞鶴工業高等専門学校長  

 

 

2021 年度日本学生支援機構奨学生(給付型)の募集について（通知） 

 

 

標記のことについて、下記のとおり募集しますので、希望者は申込期限までに提出してくださ

い。 

※日本学生支援機構貸与型奨学金との併用は可能です。 

 

記 

 

１. 申請資格 2021 年度に高等専門学校 4 年次に進級又は大学・短期大学・専修学校(専

門課程)へ進学する希望を持っていて、次の(1)または(2)のいずれかに該当する者 

(1)申込時点で高等専門学校 3 年生の人 

(2)高等専門学校 3年次を修了後 2年以内の人(既に 4年次に進級した人は含みません) 

      【外国籍の人の申込資格】 

      給付奨学金案内(冊子)P6 を確認してください。 

 

２. 申請期間（申請書類提出及びスカラネット入力） 

【1 回目】4 月 24 日（金）～5 月 22 日（金）   【２回目】5 月 23（土）～6 月 22 日（月） 

【期限厳守】受付時間平日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 00 分 

提出先 学生課学生支援係 

 

３. 申請書類（給付奨学金案内(冊子)P24 参照）  

書類 概要 提出先 

給付奨学金確認書 JASSO の諸規定を確認して従うことを約束する書類 

学生課 

学生支援係 

大学等における修学の支

援に関する法律による授

業料等減免の対象者の

認定に関する申請書 

(Ａ様式１) 

給付型奨学金に係る授業料等減免をうけるための書類 

※新制度においては、給付型奨学金の認定を受けても 

この書類を提出していない場合は、授業料等減免の認定 

が受けられない場合がありますので必ず提出してください。 

 

マイナ

ンバー 

提出 

書類 

マイナンバー

提出書 

JASSO がマイナンバー及び地方税情報を利用する 

こと等に同意する書類 

専用の封筒で 

郵便局の窓口 

から簡易書留 

により JASSO 

へ直接郵送 

番号確認書類 マイナンバーが記載された書類 

身元確認書類 申込者本人の身分証明書類 



 

 

４. 給付額 

月額 自宅通学 自宅外通学 

第Ⅰ区分 
17,500 円 

(25,800 円) 
34,200 円 

第Ⅱ区分 
11,700 円 

(17,200 円) 
22,800 円 

第Ⅲ区分 
5,900 円 

(8,600 円) 
11,400 円 

①  第Ⅰ～Ⅲ区分については給付奨学金案内(P7～9)家計基準によります。 

② 生活保護(受けている扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居してい

る人及び進学後も児童養護施設等(※)から通学する人は、上表のカッコ内の金額となり

ます。 

      ※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情

緒障害児短期治療施設から改称)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、

小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親を指します。 

③ 自宅通学とは、学生が生計維持者と同居している(またはこれに準ずる)状態のことをいい

ます。（生計維持者の単身赴任等により一時的に別居している場合も「自宅通学」扱いに

なります。）「進学後の手続き」(33 ページ)において、「自宅外通学」の月額を選択する場

合、自宅外通学であることの証明書類の提出が必要です(詳細は、採用候補者となった

人に案内します)。 

なお、自宅外通学の区分で支給を受けるためには、次のいずれかに該当している必要

があります。 

ア．実家(生計維持者いずれもの住所)から学校までの通学距離が片道 60キロメートル以

上(目安) 

イ．実家から学校までの通学時間が片道 120 分以上(目安) 

ウ．実家から学校までの通学費が月 1 万円以上(目安) 

エ．実家から学校までの通学時間が片道 90 分以上であって、通学時間帯に利用できる

交通機関の運行本数が 1 時間当り 1 本以下(目安) 

オ．その他やむを得ない特別な事情により、学業との関連で、実家からの通学が困難で

ある場合 

④ 現在、第一種奨学金の貸与を受けている人が給付奨学金の支給をうけることとなったとき

は、第一種奨学金の貸与月額が制限されます。減額後の具体的な貸与月額は、給付奨

学生の選考結果と併せてお知らせする予定です。 

 

５. その他 

① 奨学生の推薦結果については保護者宛の郵送により通知します。 

② 提出された申請の記載情報は、日本学生支援機構奨学生候補者の選考のために利用

し、法に定められた場合を除き他の目的に利用しません。 

③ その他については学生支援係 (℡ 0773-62-8882) まで問い合せてください。 

 


